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告 示

北海道告示第４６９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２０年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 紋別郡雄武町字幌内１００３の１０（次の図に示す部分に限

る。）、１００１の３、１００２の５、１００２の６
２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道網走支庁産
業振興部林務課及び雄武町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７０号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道室蘭土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２０年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川布辻川水系布辻川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２０年７月１５日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置
（左岸）日高郡新ひだか町三石西端１番１地先から６３番１地先まで、８５番１地先から８５

番７地先まで
（右岸）日高郡新ひだか町静内春立２１４番地先から３５８番２地先まで、３５８番２地先から

３６０番地先まで、静内東別３５８番２地先から８４番１地先まで、８５番１地先から８５番
７地先まで、８５番７地先から７４番地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ７５，３７９．３９�
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